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P r o f i l e

最新労働事情解説

パワーハラスメント
最新事情とその対策
～職場いじめの背景と事件対応の実際～

講師●労働ジャーナリスト 金子　雅臣（かねこ・まさおみ）

最近、行政への労働相談において急激

に増加しているのが、職場いじめの問題

です。従来は当事者間の問題とされてい

ましたが、近年、職場いじめを理由とす

る自殺などが会社側の安全配慮義務違反

とされる事案が相次いでおり、労使とも

に対応が急務といえます。

今回はこの問題の第一人者である金子

先生をお招きし、具体的な事例紹介と対

応の実際、職場におけるいじめ問題を再

検討する際の留意点などについてご講演

いただきます。

1943年生まれ。東京都労政事務所で長年にわたり労働相談に従事。
現在、セクハラ・リストラ・職場のいじめ問題などを専門とする
ジャーナリストとして活躍。著書に『壊れる男たち－セクハラは
なぜ繰り返されるのか』（岩波新書）、『パワーハラスメントなんで
も相談－職場のいじめ・いやがらせで困っていませんか』（日本評
論社）、『労働相談裏現場リポート』（築地書館）、『職場いじめ』
（平凡社）ほか。
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本定例会のポイント

パワーハラスメントとは何か

パワハラとは、職場において、地位や人間関係で弱い立場の労働者に

対して、精神的又は身体的な苦痛を与えることにより、結果として労働

者の働く権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為、と定義づけできる。

パワハラが増えた原因として、①仕事が増えて、スピードが求められ、

ミスが許されない職場が増えたこと、②制度が変わり、職場環境が変わ

っても、意識を変えられないこと、があげられる。

パワハラの類型

パワハラには、①リストラ型（解雇せず自己退職に追い込む）、②職

場環境型（閉鎖的な職場で見られる）、③人間関係型（希薄な人間関係

で摩擦が生じる）、④労働強化型（過度な仕事中心主義）、⑤セクハラ型

（女性に対して差別的）という５つの類型がある。

ストレスは弱者に向かう

人間は無意識のうちにストレスを弱者に向けてしまいがちになる。ス

トレスと上手く付き合うために、仕事に向かうスイッチの切り替えを上

手く行い、脳をしつける必要がある。脳をしつけるポイントとして、①

感情的に怒らない、②先入観でモノを言わない、③相手のプライドを傷

つけない、という３点が挙げられる。

パワハラは人権問題である

以前は個々人の間の問題だと理解されていた、職場のいじめ・パワハ

ラであるが、人権問題であるととらえるように発想を転換する必要があ

る。発想を転換すれば、セクハラという概念が浸透したときに起きた

「どこまでがセーフでどこからがアウトか」という発想に陥らない。



パワハラの定義

金子と申します。よろしくお願いいた

します。

最近、労働相談や労働事件を見ていま

すと、職場のうつですとか、いじめ・パ

ワーハラスメント（パワハラ）がその原

因になっているものが多いように感じま

す。

パワハラについて規定した法律はあり

ませんので、特に定義はありませんが、

東京都などが定義づけを行っていますの

で、それらのエッセンスを参考にまとめ

てみますと、「職場において、地位や人

間関係で弱い立場の労働者に対して、精

神的又は身体的な苦痛を与えることによ

り、結果として労働者の働く権利を侵害

し、職場環境を悪化させる行為」といえ

ると思います。あまり厳密にとらえてい

ただかなくてかまいませんが、私はこの

ように考えています。

パワハラを禁じた法律があれば、それ

にしたがって、社内規定を整備するなど、

対策の取りようがあるのですが、法律が

ありませんので、今日は基本的な考え方

などについてお話したいと思います。

パワハラの原因は？

パワハラの原因には、職場環境の大き

な変化があると思います。

具体的には、仕事が増えて、スピード

が求められ、ミスが許されない職場が増

えたということです。ある調査によりま

すと、この５年ほどで仕事の量が1.5倍

程度増加しているということです。

私が勤めていた公務職場でも1.25倍程

度に仕事が増えた印象がありましたが、

公務職場でこのような実態のなのですか

ら、民間におけるそれは推して知るべし

です。

もう１つの原因は、制度が変わり、職

場環境が変わっても、意識が変われない

ということです。

40年くらい、労働に関する問題を見て

きました。新人類といわれる世代が入職

して来たとき、女性の職場進出が進んだ

ときなど、いろいろな変化に接してきま

したが、制度そのものが変化するという

ことはありませんでした。

制度の変化、つまり、年功序列から成

果主義へという変化ですが、これほど大

きな変化はなかったように思います。年

功序列の会社は減ってきて、成果主義に

シフトしはじめてきている。すでに成果

主義の見直しをする企業もあると聞きま

すが、だいたいは、このような変化が生

じていると理解していただいていいと思

います。

不安定な時代

世の中が変わるという時代というの

は、非常に不安定な時代でもあると思い

ます。

Ａ制度からＢ制度への変化が完了すれ

ば、Ｂ制度の下で働けばいいわけですが、

現段階では、まだ、ＡとＢの中間にある

のではないでしょうか。成果主義に移行

2「変化」というあ いまいな時代 

1 パワハラとは何か 

No.2416 労働法学研究会報6



した会社であっても、本当に成果主義を

徹底しているかというと、まだ多少は年

功的な部分が残っている場合が少なくあ

りません。日本の企業で完全な成果主義

といえる企業は少ないと思います。

ＡでもＢでもない、その中間のＣであ

る時代というのは、非常に厄介です。何

に依拠したらよいのか、ということがわ

かりません。非常にあいまいな時代だと

いえると思います。足元がぐらぐらして

いるということは、全体的に不安定な状

態になります。

例えば、今、30代に相当仕事が集中し

ていると聞きますが、どの年代をとって

も、予期せぬ状況に出くわしているとい

う状況だといっていいと思います。

会社組織の変化

さて、制度のほかにも変化したものが

あります。

その１つが会社組織の変化です。ピラ

ミッド型からフラット型に移行していま

す。１つの事業所で運営していたものを、

支店、営業所単位で事業を展開するよう

になっているというケースが非常に増え

てきているのだと思います。支店や営業

所では、それぞれの長が責任を持たされ

るわけです。

ピラミッド型は、社長と平社員の間に

ものすごく距離があります。ですから、

社長と部長の間で怒鳴りあいがあったと

しても、課長がワンクッションとして、

「ああ、またやってるな」ということに

なり、係長が「いつものことですね」と

なって、平社員に話が降りてくるまでに

は、大した話ではなくなっています。ピ

ラミッド型ですといくつもクッションが

あって、ある意味で、会社は自由な構造

になっているといえます。

一方、フラット型ですと、会社の長と

平社員の距離が非常に近くなってきま

す。そうすると、社長が怒鳴ると、会社

全員に聞こえるということになります。

その結果、末端の社員までピリピリせざ

るを得なくなります。

このような変化もパワハラ・いじめの

増加と無関係ではないと思います。

人間関係の変化

それから、人間関係の変化です。これ

もあちこちでいわれていることですの

で、詳しく触れる必要はないと思います

が、従来の集団主義から、個人主義的な

流れになっています。

従来は、さきほどの店舗展開のような

戦略を立てたとしても、それぞれの営業

所単位を対抗させてきました。営業所の

中には、営業成績のいい人、波がある人、

悪い人、いろいろいます。いろいろな人

がいる営業所という単位で業績を見てき

たわけです。

しかし成果主義ということになると、

今度からは人単位で業績を見るぞ、とな

るわけです。しかもなるべく短期に業績

を上げろ、といわれるのです。さらに、

３年後、５年後などと悠長なことは言っ

てられない、ということまでいわれるわ

けです。非常に短期間で結果をみるので

す。

その結果、各社員はとにかく「売って

しまえ」という気持ちになってしまい、

大幅値下げ、大げさなセールストークを

使って売り上げを上げ、とにかく自分の

居場所をキープしようということになる
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のです。このような売り方をしていると、

必ず数年後には、そのツケが来ます。そ

の結果、営業所全体、会社全体の信頼が

損なわれることになるのです。

いずれにせよ、みんなで売ってなんぼ、

という時代から、個人個人を評価してい

くという時代になったということです。

こうした変化の中で個人と個人の間で

摩擦が生じ、従来は後進に仕事を教える

というゆとりがありましたが、それがな

くなってきます。

それどころか、派遣社員を使用するよ

うになると、教育・研修をかなり省略し

ていきなりベテランのセールスマンを派

遣するというようなケースまであります

から、人間関係を構築するということも

非常に難しくなります。

90年代前半の人間関係の変化

以上で触れたことを背景に、どのよう

なことが起こっているのでしょうか。

東京都の労政事務所に勤務していたこ

ろ、「最近、職場の人間関係がおかしい」

と感じたのが90年代の初頭でした。

当時はバブル崩壊前夜でまだどちらか

というと好景気でしたが、職場の人間関

係に関する相談が増えてきました。「上

司との人間関係がよくない」「会社に行

きたくない」という人が多かったのです。

当時は不況の前でしたから、転職によ

って人間関係を改善していくという人が

多く、またそれが可能でした。

その当時、東京都に労働研究所があり

まして、人間関係が悪化しているみたい

だから、調査をしてみようと、実際に調

査をしてみたのです。

調査の結果、職場が予想以上に息苦し

くなっていることがわかりました。

景気がよくて、どんどん仕事はしてい

るのですが、人間関係はうまくいかない

という状況でした。またそれと同時に、

会社という組織が変わり始めた時期だっ

たともいえると思います。リストラだな

んだという前に組織の見直しが始まった

時期でした。

このころまで、職場というのは男性に

とって非常に居心地がよくて、家に帰り

たくないという人も大勢いました。５時

以降も付き合いがあるような人間関係で

した。

このように考えられていたものですか

ら、職場の人間関係がギスギスし始めた

のがこのころからだったと思います。

リストラ型

職場の人間関係の悪化が表面化した最

初の例がリストラだと思います。

バブルがはじけ、リストラが社会問題

になります。特に中高年がそのターゲッ

トとなったわけですが、「何とか退職し

てもらいたい。でも明日から来ないでく

れ」ともいえません。それでどうするか。

整理解雇するにも４つのハードルがあ

ります。

企業の立場からいえば、いきなり不況

になり、人件費を削減しなければならな

いわけです。人件費を精査すると、仕事

の割りに中高年が高い給料をもらってい

ることが明らかになります。だったら中

高年にやめてもらえばいいじゃないかと

3 どんなことが起き 
ているのか 
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いう、非常に簡単な理屈に行き着くこと

になります。

辞めさせるということは、簡単ではあ

りませんが、中高年が自ら辞めるという

方向に持っていけばいいじゃないか、と

いう発想が多く見られるようになってき

ます。

簡単にいうと、中高年のプライドを傷

つけて、「もうやってられない！」と思

わせることです。

会社一筋で来た人ほど、会社への帰属

意識が強いわけですから、「会社からこ

んな仕打ちをされた」というショックの

度合いが、それほど帰属意識のない人と

は違うと思うのです。

仕事を取り上げられて、いきなりトイ

レ掃除や雑用をやらされることになっ

た、というのが端的な例だと思います。

また、降格配転され、精神的に追い詰

められていったという事例も典型的なケ

ースです。

この時代の出来事が職場のいじめ・パ

ワハラを世に知らしめたといえると思い

ます。

職場環境型

リストラが一段落した後、いじめ・パ

ワハラがなくなるかというと、そうでは

ありませんでした。むしろ、いろいろな

形でいじめ・パワハラが増えてきまし

た。

いくつか、類型化できると思っている

のですが、その１つに職場環境型という

ものがあります。

リストラの後、非常に厳しい経営環境

の中で事業を展開していかなければなら

ないということになります。人数の大変

少ないなかで、閉鎖的といいますか、軍

隊的な職場の雰囲気になってきます。こ

うした雰囲気が非常にストレートに現れ

てきます。

これは職場に余裕がないということに

関連していると思います。従来はみんな

で会議をして、納得してから仕事を進め

ていたのに、「そのような余裕はない。

とにかく結果を出せ」とばかりに議論す

ることを省いて専ら結果だけをみるよう

な体制になってきます。

そうしますと、多かれ少なかれ、軍隊

的な職場になっていきます。フジシール

という会社の裁判（大阪地判平成12・

８・28）がありましたが、社長が非常に

ワンマンな方で、慎重な気質の部長クラ

スの人を「社風に合わない」ということ

で退職勧奨をしました。退職勧奨に応じ

ないということで、配転を繰り返し、最

終的には単純労働を繰り返し行ったとい

う事案です。

職場が非常に上意下達型といいます

か、「俺のいうことを聞けないのなら辞

めろ」というような雰囲気になってきま

した。

それから、「大声特訓」という訓練も

話題になりました。会議の結果を大声で

復唱させたりするのですが、気合を入れ

るといいますか、気合のようなものだけ

で仕事に向かわせようとする会社もあり

ました。体育会系の人でしたら、耐えら

れるのかもしれませんが、「そういうノ

リはちょっと」という人にはたまらない

ことだと思います。

このようなケースを含めて、以上が職

場環境型のいじめ・パワハラと呼べるで

しょう。

労働法学研究会報 No.2416 9



人間関係型

次の類型が人間関係型というもので

す。

現在、職場では派遣、アルバイト、定

年後の再雇用の方、いろいろな人が働い

ています。これは皆さんの職場を見渡し

ていただければわかることだと思いま

す。その結果、働いている人同士の間で

コミュニケーションをとることが非常に

難しくなります。

それが労働相談となって顕著に現れま

したのが、労働者への損害賠償というケ

ースです。わかりやすいのがコンビニで

す。アルバイトのＡさんが働いていると

きに、どうも盗難が多いということがあ

るとします。そうすると、その責任をＡ

さんに取れ、と迫ったり、盗難された分

を給料から引くぞ、という話になってし

まいます。また、宝石のセールスマンが

もし宝石を紛失した場合には、必ず損害

賠償を払うというケースもあります。

仕事をしながら、場合によっては自分

がお金を支払う側に回らなければならな

くなるケースというのも出てきます。

仕事中の些細なミスにより生じた損失

を労働者に賠償させるということは、基

本的にできないという考え方が労働基準

法にはあるわけですが、こうした原則が

壊れていっている気がします。その背景

には、信頼がない、信用がない、コミュ

ニケーションがない、こうしたことがあ

ると思います。

コンビニの事例で、あるアルバイトが

勤務中に友だちを呼んで、お店の品物を

勝手に飲み食いさせて帰らせてしまうな

ど、お店側にしたらとんでもない話があ

ちこちであるわけです。

立場も違えば、働くことに対する責任

感も違うわけです。

以前、出光興産の労働裁判（名古屋地

判平成17・２・22）がありました。笑っ

てしまったのですが、そのくらいルール

が細かく規定してありました。例えば、

喫煙場所には円が書いてあるそうなので

すが、その円からはみ出して喫煙をした

らいくらの罰金だとか、下請けの社員か

らタバコをもらってはいけないとか、そ

のようなことまで書いてあるのです。ガ

ソリンを扱う会社ですから、タバコに神

経をとがらすのも理解できますが、「何

もそこまで」という感じがなくもありま

せん。

そのくらい、お互いに信頼関係がない

ということです。

子どもじみたルールを決めておかなけ

ればならないということがあちこちで起

きていて、こうしたところからも信頼関

係の欠如が伺えます。

労働強化型

次の類型が労働強化型というもので

す。これは読んで字のごとくなのですが、

わずかなミスも許されないという職場が

多くなっているということがあると思い

ます。

JR福知山線の脱線事故の遠因にも、

日勤教育というプレッシャーがあったと

報じられているところです。

自分がしたミスと懲罰のバランスが取

れているか、そして、懲罰が重過ぎるた

めに非常に働くときにプレッシャーがか

かっていないか、皆さんの回りでも気に

していただければと思います。
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神奈川中央交通というバス会社の事例

（横浜地判平成11・９・21）ですが、あ

るドライバーがバスの運転をしていて、

路上駐車している車にこすってしまいま

した。ドライバーはそれに気づかずに帰

社してしまったのですが、会社は通報を

受けていてすでに知っていました。ドラ

イバー本人は気がついていなかったので

すが、会社は「なんで申告しなかったん

だ」といって、この事故に対してペナル

ティーを課すわけです。ペナルティーと

して、炎天下で３日間、雑草の駆除をさ

せました。その結果、その労働者は脱水

症状を起こし、倒れてしまいました。

裁判の中で草むしりと運転の間にどの

ような関係があるのか、ということが問

われました。草むしりをさせたからとい

って、今後の運転がより安全になるとは

いえません。こうしたペナルティーを課

すことにしていますと、このことがプレ

ッシャーになってしまいます。このよう

なことが増えている気がいたします。

少し前に高齢者をだましていたリフォ

ーム会社がかなり話題になったことがあ

りました。私はこの会社が創業してまも

ない、今から十数年前に労働相談を受け

ていました。

どのような相談だったかというと、労

働者からの相談でした。非常に厳しい会

社だというので、どのような仕事なのか、

詳しく聞いてみました。

どのような仕事かというと、まず、例

えば秋葉原に朝早く集合するそうです。

そして、秋葉原近辺の地図を渡され、

「お前は１丁目、お前は２丁目…」と割

り当てられ、リフォームの飛び込み営業

をするそうです。夕方に再度集合して反

省会をするのだということでした。

普通、飛び込み営業で「リフォームを

しませんか」と聞かれて、なかなか「は

いリフォームしましょう」というふうに

はいかないでしょう。

当然、これでは売り上げが上がらず、

夕方、喫茶店かどこかに集まって、「今

日はダメだったけど、明日また頑張ろう」

ということで、しばらくの間、お茶を濁

していたようです。ですが、やがて仕事

を取ってくる人が現れたそうです。この

人のやり口が、「年寄りを騙すとうまく

売れるぞ」というものでした。この人が

「年寄りの家に行って、“お宅の家、そろ

そろ建て替えないと危ないですよ”と言

えば上手くいく」と吹聴していたとのこ

とです。

こうしたやり口が社員の中に広まりま

した。広まる中で、「いや、そんなあこ

ぎな商売はできない」という人が何人か

出てくるわけです。こうした人は売り上

げが上がらないため、上司から殴られた

りしたそうです。この会社がこのような

営業方法によって急成長した後、新聞で

報道されたように失墜していくというこ

とはご存知のとおりですが、報道のウラ

にはこのような労務管理（といえるかど

うかわかりませんが）がありました。

かなり極端な例ですが、労働強化に伴

ってなにかしらの問題が表れてくるケー

スが多いといえます。

セクハラ型

最後の類型はセクハラ型というもので

す。これについてはすでに企業内でも防

止策が講じられていると思いますので、

多くを語る必要がないかもしれません。
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今年４月に均等法が改正になりまし

て、あらためて、セクハラ防止が努力義

務から措置義務になりました。これまで

の努力義務ではまだまだセクハラがなく

ならないということで、措置義務に強化

されたと思っていただいてよいと思いま

す。

セクハラに関する法規制について、日

本はアメリカを20年遅れで追いかけてい

るという状況です。現在、アメリカがど

のようになっているかというと、セクハ

ラを禁止していますし、セクハラが起き

た場合には経営者の責任を問うというこ

とになっています。措置義務云々という

レベルではなくて、直ちに経営責任が問

われるという状況に至っています。

損害賠償については、相手にダメージ

を与えられるような損害賠償、つまり、

懲罰的損害賠償を請求できることになっ

ています。ですから大企業が相手の場合

には、巨額な損害賠償が認められること

になります。簡単にいえば、相手が「ま

いった」という程度の額を請求できると

いうことです。

アメリカとは裁判制度が違いますの

で、多少は異なってくると思いますが、

アメリカがしていることを20年程度遅れ

て見習っていますので、日本もセクハラ

に関する法規制をより強められていくの

ではないかと思っています。

企業責任が問われる時代へ

なぜ、職場のいじめについて、考えな

ければならないかと言いますと、もちろ

んいじめがよくないことであるからであ

りますが、そのほかに理由があります。

いじめが原因でうつに罹患したり、そ

の結果、職場での生産性が下がるという

影響が出ます。

それから、いじめについても企業の責

任が問われ始めてきたという背景があり

ます。これは裁判例からも明らかです。

川崎市水道局事件

そのリーディングケースとなったの

が、川崎市水道局のいじめ事件でした

（横浜地判平成14・６・27）。

水道局に勤務している31歳の男性が、

職場でいじめられて自殺をした事例で

す。遺書には彼をいじめた人の名前が書

かれていたそうです。裁判では、市に

2350万円の損害賠償金を支払うことを命

じました。

その理由として、判決は、職場でいじ

めが起きていたことを管理職は知ってい

ながら、いじめについて対応していなか

ったことを批判しています。対応をしな

かったことが問題であって、結果を防げ

なかったことまでは述べていません。

ようするに、目の前でいじめが起きて

いるのに、なぜ防がなかったのかという

ことが問題視されているわけです。いじ

めに対応した結果、それでも状況が改善

されなかったのであればともかく、対応

そのものがありませんでした。それどこ

ろか管理職の一部がいじめに加わってい

ました。

いじめの内容はある意味ではたわいの

ないものでした。平成10年の事件なので

すが、当時はオウム真理教が注目されて

4 職場のいじめと使 
用者責任 
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いました。いじめの被害者は体型が麻原

彰晃に似ていたそうで、「○○ショウコ

ウ」と呼ばれ、からかわれていたそうで

す。彼にしてみれば、こうしたからかい

があるものですから、職場に行きづらく

なって、精神的にも問題を抱えるように

なってきます。

いじめている側は５、６人の集団で、

裁判では「軽い気持ちでからかっていた」

と述べています。「いじめていた」とい

う意識は持っていなかったそうです。

いじめている側の意識はこうかもしれ

ませんが、いじめられている側からすれ

ば、職場に行けなくなるほど、精神的に

追い詰められるわけです。

彼は職員旅行に参加した際に、果物の

皮をむいていた、いじめている側の人か

ら、「お前なんかこれ（ナイフ）で一突

きだ」と、言われました。言っている側

は本気で言っていないのですが、彼は精

神的に追い詰められていましたから「本

当に殺される」と思ってしまいます。こ

のようなことも一因となり、職場に行け

なくなりました。

職場のいじめというのは、従来、どこ

にでもあるものだといえます。特に短気

な上司と少し仕事の遅い部下、という風

景はどこの職場にもあります。

職場にこの種の問題があった場合、川

崎市水道局事件では、職場がきちんと対

応しなさい、そうしたことも安全配慮義

務の一環だという言い方をしています。

企業に安全配慮義務が課せられるとす

ると、従来からあった、「いじめる人」

がいて「いじめられる人」がいるという

状況を無視できなくなってきます。

ヨドバシカメラ事件

レジュメにも書いておきましたが、い

じめが問題となった事案としては、ヨド

バシカメラ事件（東京高判平成18・３・

８）があります。

下田治美さんという小説家が会社を訴

えた事案です。なぜ小説家の方が訴訟を

起こしたかといいますと、彼女の息子さ

んが派遣登録をし、ヨドバシカメラに派

遣されて働いていたところ、息子さんが

休んだ日にヨドバシカメラの若い社員が

家まで来て、息子さんに殴る蹴るの暴行

を加えたからです。この暴行は彼女の目

の前で行われました。

彼女は止めに入ったのですが、男性が

殴る蹴るの暴行を加えているわけですか

ら、制止できませんでした。

その後、彼女は心身症になって、小説

が書けなくなってしまいました。そのこ

とを訴えた裁判です。

その裁判の中で、いろいろなことが明

らかになってきました。

息子さんはある派遣会社からヨドバシ

カメラに派遣されていたわけですが、ヨ

ドバシカメラには他の派遣会社からの派

遣スタッフやメーカーから派遣されてく

る人、それから、ヨドバシカメラの社員、

アルバイトもいます。従来は正社員だけ

の職場が多数でしたが、今では非常に多

様化しています。多様化によって、指揮

命令系統が異なりますし、これだけ多様

化していますと、それぞれの立場によっ

て仕事に向ける熱意に大きく差が出てき

ます。こうしたことから、判決を読んで

みますとお互いが足の引っ張り合いをし

ていることがよくわかります。あるお客
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さんのために取り置きしておいた商品が

別のお客さんに勝手に売られるなど、い

ろいろなことが、複雑な人間関係の下に

生じていました。

こうした中で、彼がなぜ殴られなけれ

ばならなかったのかが問題になります。

派遣会社がどのように出退勤の管理を

しているかといいますと、携帯電話で管

理をしているのです。ですから、Ａとい

う派遣スタッフが派遣先で仕事を始める

際に、「私、Ａはこれから○○という派

遣先で仕事を始めます」と携帯電話で連

絡をするのです。この連絡方法ですと、

インチキが生じるのです。どのようなイ

ンチキかと言いますと、まだ職場につい

ていない段階、例えば、最寄り駅に着い

た時点で電話をしたり、これがひどくな

ると、最寄り駅の数駅前の時点で電話を

してしまうというインチキまで生じま

す。

この管理方法はかなりいい加減だった

ようです。派遣会社は派遣スタッフを信

用していないものですから、ときどき抜

き打ち検査をするそうです。

彼はそのようなインチキもしていて、

当日になって突然休むようなこともして

いました。混成職場ですから、誰かが休

めば他の誰かを補充すればいいわけです

が、彼はその日の朝に突然休むそうです。

仮に10人で仕事をやると想定していたと

すると、９人で仕事をしなければならな

いことになります。非常に忙しくなりま

す。昼ご飯も食べる暇がありません。こ

んな状況ですから職場では「なんだあい

つ、休みやがって」という声が噴出し、

「あいつ、一度、焼きいれてやろう」と

いうことになったのです。そして休みの

日に結託して暴力をふるうために彼の家

に来たということです。

これがおおよその顛末なのですが、非

常にお互いを信頼していないということ

が言えます。

彼はインチキがばれて派遣会社からも

ペナルティーを受けています。どんなペ

ナルティーかというと、トイレ掃除をさ

せたりしました。トイレ掃除そのものは

特に過酷とはいえませんが、その際に、

「本当にトイレを掃除したのか？　掃除

したのなら、便器をなめられるよな？

なめてみろ」といわれたそうです。

信頼関係のなさが人権侵害のようなペ

ナルティーを招いていたわけですが、こ

れが社内では当たり前のようになってい

たようです。暴力的なこともよくあった

そうです。

これは何も、この事件の職場に限った

ことではありません。私が今気にしてい

るのは、24時間体制の店舗です。そこで

は、暴力事件、盗難事件が大変増えてい

ます。これは構造的なものだと考えてい

ます。この種の店舗の責任者は20代の若

い人であるケースが多いのです。そして

働いているのは30代以上、あるいは30代

になろうとする世代です。20代の店長に

あごで使われて、かなりきついことをい

われるみたいです。初めのうちは30代の

アルバイトも我慢しているのですが、い

つかはキレてしまいます。しかも、長期

的に勤めなければならない職場ではあり

ません。

キレたときには、殴る蹴るという行動

をとってしまう。このようなことが頻発

しています。

我慢する必要のない社会になってきた
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のかなという印象を持ちます。終身雇用

ということであれば、お互いに我慢して

仕事をしていくしかないわけですが、

「どうせ数ヶ月だから」ということにな

れば、お互いの感情はすぐにぶつかり合

います。

ヨドバシカメラ事件は裁判の内容より

も、裁判から明らかになった職場実態の

ほうに驚かされたケースだと思います。

日本アムウェイ事件

もう１つ裁判例をあげます。日本アム

ウェイ事件（東京地判平成18・１・13）

はさきほどの類型ではリストラ型に該当

する事案です。

この会社はいろいろな分野に仕事を広

げていく、ニュー・ビジネス・デベロッ

プメントという部署を中心とした会社だ

そうです。この部署で働いていた男性が

上司（部長）に「あなたとは合わない」

と言って確執を起こしました。その後、

彼を人事部付けにして、警備業務、駅前

美化活動協力業務等（これが業務と言え

るかどうかわかりませんが）に従事させ

ました。そして給料も月給90万円ほどだ

ったのが半減されています。

リストラ全盛期によくみられた事案

で、当時の裁判例にもよくあったと思い

ます。こうした不利益変更については、

よほどその必要性や根拠がなければ認め

られません。

ここまで極端でなくても、仕事上の行

き違いから降格処分をさせるのも労務管

理の１つの手法となってきている感じが

しますが、その典型例だと思います。

リストラの全盛期以降、労働相談を通

じて思うことは、解雇が安易にされ過ぎ

るということです。

さきほども言いましたが、整理解雇の

場合は４つのハードルをクリアする必要

があります。通常の解雇の場合でも正当

な理由なければ解雇できないというルー

ルがあります。

解雇というのは、本人に問題があるか

ら、あなたをクビにします、ということ

が基本だと思います。ところが、近年は

「本人は悪くないけど、会社の都合で解

雇します」という考え方が広まっている

気がします。

解雇というのは究極のいじめだと言っ

ていいと思います。罵倒する、暴行を加

えるということ以前に、生活の手段を奪

ってしまうわけですから。

セルフチェックをしてみる

私は今、大手化粧品会社でパワハラを

なくすためのお手伝いをしています。

そこで作ったチェックリストがありま

す（参考１）。

5 職場のストレス 
チェック 
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参考１　あなたの職場のストレス度―セルフ
チェックをしてみる

□　①どうも、出来の悪い部下との巡り合わ
せが多い気がする。

□　②ついつい、部下の前で上司の不満を言
ってしまうことがある。

□　③最近、仕事の進行管理がうまくいって
いない

□　④あまり人を褒めることができない性格
だ

□　⑤部下などから批判がましいことを言わ
れてカッとしたことがある



管理職の人に、ぜひチェックしていた

だきたいと思います。

④、⑥、⑦は本人の性格を問うもので

す。ここで○をつけた人はややパワハラ

体質があるといえると思います。

①、③、⑨、⑩のうち、２つ以上に○

がついた場合は、職場にパワハラがない

か、チェックしてみてください。

それから、①、⑤、⑧に○がついた場

合は、かなりストレスを抱えている状態

だと言えます。

わりと的を射ていますので、５つ以上

の○がついた人は職場を再点検してみて

ください。

なぜいきなり、セルフチェックの話を

したかといいますと、ストレスというも

のはなかなか自覚できないからです。

さらに大きな問題はストレスは弱者に

向かいやすいということです。

例えば、車で急いでいるときに赤信号

で止まっています。青に変わっても前の

車が動き出しません。前の車が軽自動車

で女性が運転していたら、迷わずクラク

ションを鳴らしてしまうと思います。一

方で、前の車が高級車で、どうも怖そう

な男性が乗っていたら、鳴らしませんよ

ね。

このように、人間はとっさに相手を見

て次の行動を取るものなのです。

「俺はいじめと関係ない」という人で

も、このような人間の習性を考えると、

無関係とはいえないと思います。いじめ

は誰もが関わる可能性のあることである

ということを認識しておいていただきた

いと思います。

「ゆっくり」しかる

このチェックリストを作る際には、専

門家にも加わってもらったのですが、そ

の人が「ストレスを手なずけておくこと

が大事だ」と言っていました。

普段から、自分はストレスにさらされ

ていることを自覚しておくことが大切で

す。手なずけずにいつもニコニコしてい

る人は、いつキレるかわかりません。

手なずけておくには、脳をしつけてお

く必要があります。

その専門家からの受け売りですが、ス

トレスとキレるの相関関係は脳科学的に

は解明されているそうです。ノルアドレ

ナリンというものが出て、キレるそうで

す。これはいいアドレナリンで、あまり

長く持たないようで、しばらくすると消

えてしまうものだそうです。

その専門家は、カーッとしたときにす

ぐに怒らないことが大事だと言っていま

した。２時間くらい待つことが必要だと

いうことでした。

部下をしかるときはTPOを考えて、

ある程度、指導する内容を検討してから

「ゆっくり」としかるべきだと言えます。

「できるよ」と「頼むよ」

それから、最近はよく失言をする人が

新聞をにぎわせていますが、あいつはダ

メだという先入観を修正しておく必要が
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□　⑥ついつい、部下の陰口を言ってしまう
ことがある

□　⑦部下を叱るとき、TPOを考えない事
がある

□　⑧部下の言い訳が多すぎると感じている

□　⑨周囲の調和を乱す目障りな部下がいる

□　⑩最近、仕事に出るのが憂鬱に感じるこ
とが多い



あります。思っているから口から出るわ

けです。

先入観でものをいわずに「あなたなら

できるよ」という一言をつけ加えるよう

に人と接することが大事です。

さらに、上からモノをいったときは、

最後に「頼むよ」と付け加えてください。

この「ゆっくり」「できるよ」「頼むよ」

の３つを心がけていただきたいと思いま

す。

変わる現実と変わらない現実

新任管理職の研修などの際に、よく山

本五十六の言葉を私は引用してきまし

た。

「やってみせ、言って聞かせて、させ

てみる、褒めてやらなきゃ部下は育たぬ」

というような言葉です。

なかなかいい言葉ですよね。ただ、最

近この言葉は管理職に言ってはいけない

のではないかという気がしているので

す。

なぜかというと、ここまでコンピュー

タ、ＩＴが普及してきますと、管理職が

「やってみせ」というのはムリだと思い

ます。むしろ部下に頭を下げて「この資

料をパワーポイントで作ってくれる？」

とお願いして、作ってもらったら「あり

がとう」という時代です。

だから、この山本五十六の言葉は時代

にそぐわなくなってきた気がします。

管理職の役割が変わる

管理職の役割が変わったといわれるな

かで、ファシリテーションとか、コーチ

ングという言葉が見直されています。

リーダーシップよりも調整能力が重視

され、「俺について来い」という人より

も、いろいろな能力を持った人を上手く

使って最大限の効果を出す人が求められ

ていると思います。

また、一方的にモノをいうのではなく

て、部下の言うことを取り入れて助言・

指導を行うということが求められている

のではないでしょうか。

発想の転換が必要

パワハラをどのように考えるか、とい

うことについてですが、私は発想の転換

が必要だと思います。

どういうことかといいますと、従来の

考え方を捨てて、セクハラのときと同じ

ように人権意識をもって向き合うことが

とても重要だということです。

人権意識をもたないと、なかなかこの

パワハラという問題は理解できないと思

います。

管理職を集めて研修をしますと、指導

とパワハラの境界線という話題になりま

す。「指導のつもりで言ったんだけど、

パワハラだと言われちゃったよ」という

人が少なくありません。

私が若いころも上司にいろいろ言われ

ました。「その程度のことができないな

7 パワハラを理解す るために 

6 変わる時代に問わ れる管理職 
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ら、そこの窓から飛び降りちゃえ」と言

われたこともあります。私の方も「何言

ってんだバカヤロウ」と思っていますか

ら、これは何の問題もありませんでした。

ところが今は、そんなことを言えば本

当に飛び降りてしまうかもしれませんか

ら、こんなこと言えません。そのくらい

時代が変わったと言うことです。

発想の転換がないと、いつまで経って

も、「これってパワハラかな？　それと

も指導かな？」ということについて、考

えて悩んでいなければなりません。

ストーカー法、DV法ができた経緯を

考えればわかりやすいと思います。

ストーカー法は、桶川の事件がきっか

けになっています。しかしそれまでは、

男が一度女性を好きになったら、一度や

二度ふられても諦められないという風潮

があったと思います。ところが発想が転

換されて、勝手に好きになられて、付き

まとわれたんじゃたまらないという風潮

になってきたと思います。

ＤＶにしても、これまでは、夫婦喧嘩

は犬も食わないということわざどおり、

隣の夫婦がケンカをしていても知ったこ

とじゃない、という姿勢で問題ありませ

んでした。

ところが、これも発想が転換されて、

夫婦間のケンカで暴力が振るわれている

ようであれば、ひどいケースでは死に至

るわけですから、はたで見ているわけに

はいきません。

発想がうまく転換できたのは、被害者

の気持ちが理解できたからだと思いま

す。今までは、暴力を受けている奥さん、

ご飯を与えられない子どものイメージを

抱くことができませんでした。家庭内で

茶碗が飛び交っていても特に関心を抱き

ませんでした。

ストーカーの件についても、桶川の事

件の教訓だと思いますが、女性の１人暮

らしの家の前に怪しい男がウロウロして

いたら「まずいんじゃないか」と心配す

ることができます。今まで関係ないと思

っていたことに対して、警戒というか注

意を向けることができるようになりまし

た。

被害者側の立場を想像できるようにな

ったことの意義は非常に大きいと思いま

す。これを難しく言ったのが人権感覚で

す。

この考え方はセクハラでも、パワハラ

でも同じです。

それでも理解できない人のため
に

セクハラのときも問題になりました

が、同じことをしてもセクハラになる場

合とセクハラにならない場合がある、と

いう問題があります。

パワハラで、「バカヤロウ」という場

合でも、大勢の前で見せしめ的に怒鳴る

ときと、一対一のときに「バカヤロウ」

と合いの手のように言うときとでは、態

様が違います。

それから、人によってセクハラになる

場合とならない場合がある、という問題

もあります。

セクハラのときは「いい男ならセクハ

ラにならないのか」ということよく言わ

れていましたが、パワハラのときはどう

でしょうか。「あんな仕事をしていない

上司から文句は言われたくない」という

ことがあるかもしれません。
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さらに、どこから、どこまでがセクハ

ラになるのか、という問題があります。

パワハラの場合は、人権侵害になるか

ならないかが「どこからどこまで」の答

えになると思います。

家宅侵入罪と同じ考え方

人権侵害というと、またこれについて

話をしなければなりません。

時間もありませんので、１つの例をあ

げたいと思います。

家宅侵入罪と同じだと考えてくださ

い。人の家の前に立てば、この家に入っ

ていいかどうかなんて、すぐにわかりま

す。

また、間違って入ってはいけないはず

の家に入ってしまった人もいないはずで

す。

ともかく、家の前に立てば、入ってい

いかどうかわかります。間違えて家宅侵

入罪を犯すことはまずありません。

少し具体的に考えるために、家が隣同

士のＡさんとＢさんがいたとします。

ＡさんとＢさんはある日の午前中、洗

濯物とふとんをベランダに干していまし

た。午後になるとＢさんは出かけました。

その後、雨が降ってきました。Ａさんが

洗濯物とふとんを取り込む際に、Ｂさん

が留守で干しっぱなしになっていること

に気づきました。

ＡとＢが親せき同士だったり、非常に

仲がよければ、垣根を越えて、取り込む

でしょう。ところが、あまり付き合いが

ない場合はどうでしょう。また、仲がい

いというよりもむしろあまり仲の良くな

い場合はどうでしょう。

何が言いたいかといいますと、お互い

の人間関係によって、家宅侵入罪になっ

たりならなかったりする、ということを

言いたかったわけです。また、同じこと

をしても罪になったりならなかったりし

ます。

このように細かく説明すると、みなさ

んわかるのですが、感覚としては、持っ

ていない人が多いのです。

どこからどこまでがパワハラか、とい

う点については、次のように考えてくだ

さい。

人の家に侵入する際、門をムリヤリ開

けたがまだ侵入していない場合とか、ま

だ塀によじ登っただけの場合を想像して

ください。こうした場合でも警察が来れ

ばつかまりますし、相手が嫌だと思って

いることをしていることには変わりあり

ません。「玄関だから我慢しろ」「塀に登

っただけで罪になるなんておかしい」な

んてそんなばかな話はありませんよね。

つまり、家宅侵入罪というのは、家の

いちばん外側のラインで判断するわけで

す。人権侵害も同様にいちばん外側で判

断するのです。

野球のボールが他人の家に入ってしま

って「取らせてください」と言って承諾

を得て敷地内に入った場合は家宅侵入罪

になりません。つまり、相手が合意すれ

ば進入禁止が解かれます。セクハラやパ

ワハラでも相手の合意があった場合に限

り、境界線を越えていいということにな

ります。

パワハラは人権問題

セクハラという人権侵害はアメリカか

ら入ってきた概念です。日本人にとって

はどちらかというと馴染みにくい概念だ
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と思います。

パワハラの場合は人権侵害という概念

とともに、差別という概念の問題でもあ

ります。

差別という概念も説明に時間がかかる

概念ですが、アメリカでは「本人の努力

で変えられないことによって区別するこ

と」を差別であるとされています。です

から、人種、性別、身長などによる区別

が差別ということになります。

日本でも、そうした概念について整理

をしておかないと、やれセクハラだ、や

れパワハラだといい始めたときに、いつ

も混乱してしまいます。こうした基本的

な概念を押さえておかなければいけない

時代の入り口に立っている気がします。

繰り返しになりますが、パワハラの判

断基準は人権侵害か否かであると思いま

す。この点に注意して再度、職場環境を

見直していただければと思います。

私からの話は以上です。ご清聴ありが

とうございました。

（本稿は平成19年８月24日貊に開催し

ました第2432回労働法学研究会例会の講

演録を加筆・整理したものです。文責・

編集室）
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パワハラも人権侵害という意

味ではセクハラと同じことです

ので、対応も同じようなものになると思

います。例えば相談窓口を作ること、こ

れはセクハラ相談窓口と同じ窓口でもい

いと思います。また、その防止について

研修を行うこと、パワハラを許さない職

場風土の形成など、こうしたことがあげ

られます。

対応する最初の段階では「なんでその

程度のことで」というようなセクハラ対

応の初期の段階でみられたようなことが

あると思います。

セクハラ以上にパワハラの場合は「そ

れは個人的な人間関係の問題だろ」とい

うふうにみられがちです。セクハラの場

合は、こうした男性的な対応による門前

払いをして、事態を複雑にしました。

職場で生じる人権侵害については、あ

らためて議論をしてみないとわかりにく

い面があります。どういう職場にどうい

う問題が起きるかは業種別などで整理す

ると特徴が出てくると思います。

その特徴を想定して、事前に研修をす

ることも望ましいことです。

それから、就業規則にパワハラに関す

る規定を盛り込んでおくことも考えられ

ます。

さらに、企業のトップがパワハラの防

止について決意表明を行うことなども有

効だと思います。

セクハラが歩んできた道と同

じような流れになっていくので

はないかと、個人的には思っています。

日本におけるセクハラの法規制はアメ

リカのまねをしてきました。

フランスは、もともと解雇規制が厳し

い国ですが、職場いじめで解雇という例

が増加した時期がありました。これに対

応するために厳しい法規制を設けていま

した。これは最近になってかなり緩やか

になってきたのですが、当初はいじめら

れた日時、いじめた人、いじめの内容だ

けで訴えを起こすことができました。訴

えられたほうは「それはいじめではない」

と立証しなければなりません。これが修

正されて、訴える際にはもう少し要件を

満たすことが必要であるということにな

りました。

ドイツでは労働協約を中心とした法規

A2

A1
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QQ
例会参加者と
講師間の

加害者、被害者への対応策について、注意点などが
あればご教示ください。
お話の中ではパワハラについて直接言及した法律は
ないということでしたが、今後、法律の規制はどの
ようになっていくとお考えですか？

2

1

質疑応答



制になっています。

アメリカはセクハラの場合と同じよう

な法規制の考え方です。

日本にはいじめの問題に応用できそう

な判例の蓄積がありますので、それらを

整理していく必要があると思います。こ

れだけいじめが増加してますのでなんら

かのルール化が必要だと思っています。
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P r o f i l e
昭和27年生まれ

昭和53年　東京大学法学部卒業

昭和57年　司法試験合格

昭和60年　弁護士登録（第一東京弁護士会）

長島・大野法律事務所入所

平成元年　和田良一法律事務所入所

平成17年　牛嶋・寺前・和田法律事務所設立

現在　　　経営法曹会議常任幹事

日弁連労働法制委員会副委員長

最新労働法動向

改正パート労働法の実
務上の留意点

講師●牛嶋・寺前・和田法律事務所　弁護士 和田　一郎（わだ　いちろう）

平成19年度通常国会では、改正パー

ト労働法、雇用対策法をはじめ、多くの

雇用関連法案が続々と成立しました。新

たに成立した労働法には、例えば改正パ

ート労働法における「差別的取扱禁止」

「賃金の均衡処遇」など、企業側に新た

な実務対応を求める内容が数多く含まれ

ており、改正法への対応は待ったなしの

ものもあります。

今回は経営法曹会議の和田一郎弁護士

をお迎えし、改正パート労働法の実務上

の留意点などについて、ご解説していた

だきます。
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本定例会のポイント

パート法が適用になる「短時間労働者」とは？

パート法が適用になる短時間労働者（以下、「第一類型」という。）と
は、１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の
１週間の所定労働時間に比し短い労働者を指す。具体的に比べるべき
「通常の労働者」がだれかという判断が難しい場合が多いが、27ページ
の図表１を参照してほしい。

「職務内容同一短時間労働者」とは？

「職務内容同一短時間労働者」（以下、「第二類型」という。）とは、
業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度が当該事業場に雇用される通
常の労働者と同一の短時間労働者を指す。「職務内容同一短時間労働者」
のうち、「当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主
に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、その職務の
内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と
同一の範囲で変更されると見込まれるもの」については、その一定の期
間（以下、「第三類型」という。）、通常の労働者と同様の方法により賃
金を決定するように努めなければならない。

「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」とは？

「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」（以下、「第四類型」とい
う。）とは、「職務内容同一短時間労働者であって、当該事業主と期間の
定めのない労働契約（有期契約でも無期契約と同視できるものを含む）
を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情から
みて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その
職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の
範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの」を指す。賃金の決定、
教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取
扱いをしてはならない。

パートを４類型に分けた場合、どの類型に当たるか把握すること

改正法では、パート労働者を４つの類型に分けている。自社のパート
労働者が４つの類型のうち、いずれに該当するのか、また、改正法の下
で、その取扱いをいかにすべきかを事前に把握しておく必要がある。



ご紹介いただきました弁護士の和田で

す。よろしくお願いします。

１月にもこの会でお話をしました。そ

の際に７本の労働関係の法律が166回通

常国会で審議されていると申し上げまし

たが、そのうち３本が継続審議となって

しまいました。

本日は、改正がなされたパート労働法

についてお話したいと思います。

週の所定労働時間が基準に

パート労働法には「通常の労働者」と

いう言葉が出てきます。これについては、

法律上の定義がありません。

ただ、通達により、「いわゆる正規型

の労働者をいい、社会通念に従い、当該

労働者の雇用形態、賃金体系等（たとえ

ば、労働契約の期間の定めがなく、長期

雇用を前提とした処遇を受ける者である

か、賃金の主たる部分の支給形態、賞与、

退職金、定期的な昇給または昇格の有無）

を総合的に勘案して判断する」（基発第

663／婦発第272／職発第839／能発第

280、２、（３）ハ）とされています。

通達ですから法的な拘束力はないので

すが、一応、このように考えざるを得な

いということです。

そして一方、「短時間労働者」とは原

則的に、「一週間の所定労働時間が・同

一の事業所に雇用される・通常の労働者

の・一週間の所定労働時間に比し・短い

労働者」とされています。詳しくは、パ

ート法２条とパート規則１条に規定され

ています。

誰と誰を比較するのか

それらの条文の内容を図示したものが

図表１です。

同図表の左側が「通常の労働者」、右

側が「通常の労働者以外の者」を示して

います。

①から③が事業所に業務がＡ業務１種

類しかない場合を表しています。

①を見ると、通常の労働者が100人い

て、週の所定労働時間が40時間となって

います。

これらの人たちと「通常の労働者以外

の者」を比べた場合に、週の所定労働時

間が40時間の「通常の労働者以外の者」

は週の所定労働時間が「通常の労働者」

と同じですので、「短時間労働者」には

該当しません。週35時間、週30時間、週

25時間と書いてある人たちが、「短時間

労働者」に該当するということです。

②は「通常の労働者」のなかに週の所

定労働時間が40時間の人と35時間の人が

いた場合にどうかを示しています。こう

した場合も40時間の人と比べることにな

りますから、結論は①と同じになります。

③は通常の労働者のうち、週の所定労

働時間が40時間の人が１人、週の所定労

働時間が35時間の人が100人いた場合で

す。この場合も40時間の人を基準にしま

すので、これも結論は①と同じになりま

す。

④は、１つの事業場にＡ、Ｂという２

つの業務があり、通常の労働者以外の者

はＢ業務に従事しているが、通常の労働

者はＡ業務に従事し、Ｂ業務には従事し

ていない場合です。これも原則どおり、

短時間労働者の判断基準1
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図表１　「短時間労働者」の具体例 



Ａ業務についている週40時間の労働者が

基準となりますので、これまた結論は同

様に週40時間よりも短い所定労働時間の

労働者が「短時間労働者」となります。

⑤は、Ａ、Ｂの業務があって、どちら

にも通常の労働者が従事しているという

場合です。図表１を見ればわかるとおり、

Ｂ業務に従事している「通常の労働者以

外の者」が「短時間労働者」に該当する

かどうかを判断するには、同じＢ業務に

ついている通常の労働者の週の所定労働

時間を基準にします。この場合は35時間

が基準になります。

⑥は、「事業所に業務がＡ業務とＢ業

務の２種類あり、通常の労働者が両業務

を行っている場合で、Ｂ業務に従事する

通常の労働者以外の労働者が、同業務に

従事する通常の労働者の数より「著しく

多い」とき」について、示したものです。

この場合は100人いるＡ業務の40時間

と比較しなさいということになります。

⑦はさらに珍しいケースだと思われま

すが、「事業所に業務がＡ業務とＢ業務

の２つあり、通常の労働者が両業務を行

っている場合で、Ｂ業務に従事する通常

の労働者以外の労働者が、同業務に従事

する通常の労働者の数より「著しく多い」

が、Ｂ業務に従事する通常の労働者の労

働時間が、Ａ業務に従事する通常の労働

者の労働時間より長いとき」について示

しています。

この場合については、Ｂ業務に従事す

る35時間の人と比較しなさいということ

になっています。

通達にもこの図と同じものが掲載され

ていますが、⑦は私が作ってみたもので

す。

以下では、「本定例会のポイント」で

前述したとおり、短時間労働者を第一か

ら第四の類型と呼びながらお話しますの

で、まず、その４つの類型について説明

をします。

第一類型とは、短時間労働者そのもの

を指します。

第二類型は、業務の内容及び当該業務

に伴う責任の程度（「職務の内容」）が当

該事業所に雇用される通常の労働者と同

一の短時間労働者を指します。

第三類型は、前述のとおり、第二類型

のうち一定の条件を満たしたものを指し

ます。

第四類型は、第二類型のうち通常の労

働者と同視すべき短時間労働者のことを

指します。

第二類型の「職務内容同一短時間労働

者」とは、業務の内容・及び当該業務に

伴う責任の程度（「職務の内容」）が・当

該事業所に雇用される通常の労働者と・

同一の・短時間労働者をいう、とされて

います。

第三類型は、第二類型と何が違うかと

いうと、第二類型のパートのうち、当該

事業所における慣行その他の事情からみ

て、当該事業主に雇用される期間のうち

の少なくとも一定の期間において、その

職務の内容及び配置が・当該通常の労働

者の職務の内容及び配置の変更の範囲

と・同一の範囲で変更されると見込まれ

るもの、という要件を満たさなければな

らない点です。わかりやすく言えば、第

二類型のうち一定の期間、人材活用の仕

2 短時間労働者の４つの類型とは 

No.2416 労働法学研究会報28



労働法学研究会報 No.2416 29

（
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）
■
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義
務
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努
力
義
務
　（
用
語
）：
法
で
定
義
さ
れ
た
用
語
（
07
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0/
1）

苦
情
の
自

主
的
解
決

（
19
条
）・

紛
争
解
決

の
援
助

（
21
条
1項
）

・
調
停

（
22
条
1項
）

の
対
象

待
遇
の
決

定
に
当

た
っ
て

考
慮
し
た

事
項
の
説

明
義
務

（
13
条
）
の

対
象

短
時
間
労
働
者
（
2条
）〔
通
常
の
労
働
者
よ
り
、
1週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
短
い
〕

通
常
の
労
働
者

以
外
だ
が
、

短
時
間
労
働
者

で
は
な
い
労
働
者

（
例
：
フ
ル
タ
イ

ム
・
パ
ー
ト
。【
２
】

～【
４
】の
パ
ー
ト

そ
れ
ぞ
れ
に
準
じ

る
フ
ル
タ
イ
ム
・
パ

ー
ト
が
あ
り
う
る
。）

通
常
の
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
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類

【
１
】
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務
内
容
同
一
短
時
間
労
働
者
（
8条
1項
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通
常
の
労
働
者
と
、
業
務
の
内
容
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び
責
任
の
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度
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以
下
、「
職
務
の
内
容
」
と
い

う
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が
同
一
〕

【
２
】

〔
一
定
の
期
間
、
職
務
の
内
容
及
び
配
置
が
、
通
常
の
労
働
者
の
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
と
、

同
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の
範
囲
で
変
更
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
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の
期
間
〕（
9条
2項
）

【
３
】

通
常
の
労
働
者
と
同
視
す
べ
き
短
時
間
労
働
者
（
8条
1項
）〔
無
期
契
約〔
無
期
契

約
と
同
視
す
べ
き
も
の
を
含
む
〔
8条
2項
〕〕
〕・
〔
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用
関
係
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終
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す
る
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で
の

全
期
間
、
そ
の
職
務
の
内
容
及
び
配
置
が
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通
常
の
労
働
者
の
職
務
の
内
容
及
び

配
置
の
変
更
の
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囲
と
、同
一
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囲
で
変
更
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
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４
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労
働
条
件
の
明
示
（
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）：
労
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条
件
の
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ち
労
基
法
所
定
事
項
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特
定
事
項
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注
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昇
給
の
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、
退
職
手
当
の
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、
賞
与
の
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文
書

の
交
付
等
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注
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文
書
の
交
付
、
フ
ァ
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シ
ミ
リ
及
び
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
）
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よ
り
明
示
す
る
義
務

　（
違
反
：
10
万
円
以
下
の
過
料
〔
47
条
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労
基
法
所
定
事
項

（
労
基
則
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3

項
）
の
書
面
の
交
付

に
よ
る
明
示
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務

（
労
基
法
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条
1項
）

労
働
条
件
の
明
示

改
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パ
ー
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タ
イ
ム
労

働
法
等
に
お
け
る

取
扱
い
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2項

▲
労
働
条
件
の
明
示
（
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労
基
法
所
定
事
項
及
び
特
定
事
項
以
外
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労
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条
件
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書
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付
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力
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務
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業
規
則
の
作
成
手
続
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）：
短
時
間
労
働
者
の
過
半
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代
表
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の
意
見
聴
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の
努
力
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務

過
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労
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法
90
条
1項
）
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業
規
則
の
作
成
手
続
き

（
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訂
な
し
）

8 条 1 項

9条 1項 2項

8 条 1 項

■
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止（
8条

1項
）：

　
短
時
間
労
働
者
で
あ
る
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
差
別
的
取

扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

待
遇

 

10
条
1項

10 条 1項 2項

▲
（
10
条
２
項
）

■
教
育
訓
練
の
実
施
（
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条
1項
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通
常
の
労
働
者
に
対
し
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施
す
る
教
育
訓
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で
あ
っ
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当

該
通
常
の
労
働
者
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務
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遂
行
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与
す
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た
め
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い
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職
務
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能
力
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し
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い
る
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合
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厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

場
合
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注
：
職
務
同
一
短
時
間
労
働
者
が
既
に
職
務
に
必
要
な
能
力
を
有
し
て
い
る
場
合
）
を
除

き
、
こ
れ
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10 条 2項

▲
教
育
訓
練
の
実
施
（
10
条
2項
）：
（
１
項
以
外
の
教
育
訓
練
）
通
常
の
労
働
者
と
の
均
衡
を
考
慮
し
つ
つ
、
職
務
の
内
容
、

職
務
の
成
果
、
意
欲
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能
力
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び
経
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に
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、
教
育
訓
練
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実
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す
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に
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。
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福
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通
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務
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働
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1項
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条
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■
通
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労
働
者
へ
の
転
換
の
促
進
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た
め
の
措
置
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事
業
主
は
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通
常
の
労
働
者
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の
転
換
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推
進
す
る
た
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、
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の
雇
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す
る
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労
働
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に
つ
い
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、
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各
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の
い
ず
れ
か
の
措
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を
講
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な
け
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ば
な
ら
な
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一
　
通
常
の
労
働
者
の
募
集
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
募
集
に
係
る
事
業
所
に
掲
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す
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と
等
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、
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従
事
す
べ
き
業
務
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内
容
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労
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該
募
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に
係
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業
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労
働
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と
。

　
二
　
通
常
の
労
働
者
の
配
置
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新
た
に
行
う
場
合
に
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い
て
、
当
該
配
置
の
希
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し
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る
機
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該
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置
に
係
る
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業
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い
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す
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え
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と
。

　
三
　
一
定
の
資
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す
る
短
時
間
労
働
者
を
対
象
と
し
た
通
常
の
労
働
者
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の
転
換
の
た
め
の
試
験
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を
設
け
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こ
と
そ
の
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通
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労
働
者
へ
の

転
換
を
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進
す
る
た
め
の
措
置
を
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ず
る
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と
。

通
常
の
労
働
者
へ
の

転
換
の
推
進
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■
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遇
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決
定
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当
た
っ
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考
慮
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事
項
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説
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義
務
（
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条
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事
業
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用
す
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労
働
者
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が
あ
っ
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と
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で
及
び
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条
1項
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に
よ
り
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
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る
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を
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た
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つ
い
て
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当
該
短
時

間
労
働
者
に
説
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な
け
れ
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な
ら
な
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遇
の
決
定
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当
た
っ
て
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苦
情
の
自
主
的
解
決
（
19
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労
働
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苦
情
の
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を
受
け
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と
き
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代
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す
る
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び
当
該
事
業
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者
を
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す
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成
員
と
す
る
当
該
事
業
所
の
労
働
者
の
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
の
機
関
を
い
う
。）
に
対
し
当
該
苦
情
の
処
理
を
ゆ
だ
ね
る
等
そ
の
自

主
的
な
解
決
を
図
る
よ
う
に
努
め
る
。

苦
情
の
自
主
的
解
決

（
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右
列
参
照
）

紛
争
解
決
の
援
助
（
21
条
1項
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助
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・
指
導
・
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調
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）
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解
決
の
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助
・
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最
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参
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）

賃
金
の

決
定

教
育

訓
練
の

実
施

福
利
厚

生
施
設

の
利
用

職
務

関
連
の

賃
金

そ
の
他
＊ 10
条
１
項
所
定

そ
の
他

11
条
所
定

そ
の
他

▲
賃
金
の
決
定
（
９
条
２
項
）：

通
常
の
労
働
者
と
同
一
の

方
法
に
よ
り
９
条
１
項
の

賃
金
を
決
定
す
る
よ
う
に

努
め
る
。

例
：
慶
弔
休
暇
、
社
宅
の
貸
与
等

▲
賃
金
の
決
定
（
原
則
）（
9条
1項
）：
通
常
の
労
働
者
と
の
均
衡
を

考
慮
し
つ
つ
、
職
務
の
内
容
、
職
務
の
成
果
、
意
欲
、
能
力
又
は

経
験
等
を
勘
案
し
、
そ
の
賃
金
（
通
勤
手
当
、
退
職
手
当
そ
の
他

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
〔
通
勤
手
当
、
退
職
手
当
、
家

族
手
当
、
住
宅
手
当
、
別
居
手
当
、
子
女
教
育
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当
、
名
称
の
如

何
を
問
わ
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内
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と
密
接
な
関
連
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す
る
賃
金
以
外

の
賃
金
＊
〕
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除
く
。）
を
決
定
す
る
よ
う
に
努
め
る
。

そ
の
他

図表２　パートタイム労働法2007年改正一覧表



組み（人事異動の有無及び範囲）が通常

の労働者と同じ者です。

また第四類型は、一定の期間ではなく、

全期間、人材活用の仕組みが通常の労働

者と同じ者です。この点で第三・第四類

型が異なります。

これに加えて、第四類型では期間の定

めのない労働契約を結んでいるという点

でも第三類型と異なります。「この期間

の定のない労働契約」は、期間の定のあ

る労働契約が反復更新されて期間の定の

ない労働契約と同視される場合を含みま

す。

口で説明するだけではわかりにくいと

思いますので、図表２をご覧ください。

上のほうに、「短時間労働者」と書い

てあります。第一類型です。原則として、

通常の労働者より、１週間の所定労働時

間が短い人のことを指します。

その下に、第二類型として説明しまし

た「職務内容同一短時間労働者」と書い

てあります。横の幅が少し狭くなってい

ます。通常の労働者と職務の内容及び責

任の程度が同一です。

そのさらに下には、第三類型である

「一定の期間、その職務の内容及び配置

が通常の労働者の職務の内容及び配置の

変更の範囲と、同一の範囲で変更される

と見込まれるもの」という文言が書かれ

ています。第二類型に比べ、横幅がさら

に狭くなっています。

その下に、第四類型である通常の労働

者と同視すべき短時間労働者と書かれて

います。第一に「無期契約（無期契約と

同視すべきものを含む）であること」と、

第二に、雇用関係が終了するまでの一定

の期間ではなく、「全期間」、その職務の

内容および配置が、通常の労働者の職務

の内容及び配置の変更の範囲と、同一の

範囲で変更されると見込まれるもの、こ

の２点がポイントになります。第一から

第四の類型の中でいちばん横幅が狭くな

っています。

この４つの類型を前提に話を進めたい

と思います。

図表２のいちばん左に「改正パートタ

イム労働法等における取扱い」という欄

があります。

その右隣の欄を上から見ていきます。

まず、「労働条件の明示」、次に「就業規

則の作成手続き」と書いてあります。後

者については、改正がなかったのですが、

パート労働者に対する説明義務の関係

上、ここに加えておきました。

次が「待遇」です。待遇は４つに分け

て考えるべきものです。すなわち、「賃

金の決定」、「教育訓練の実施」、「福利厚

生施設の利用」、「その他」、の４つです。

「その他」には、例えば法定外の休日

や年次有給休暇を与えている場合が含ま

れてくると思います。

その次が「通常の労働者への転換の推

進」、「待遇の決定に当たって考慮した事

項の説明」です。

さらに「苦情の自主的解決」、「紛争解

決の援助・調停」が続いています。

こうした項目に関して、第一から第四

類型のパート労働者にそれぞれ一定の取

扱いが必要になりますよ、というのが、

今回の法改正の眼目なのです。

3 改正のポイント 
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ただ、第一から第四まで類型があると

いいましたが、図表２をみてわかるとお

り、その区別が必要になるのは待遇の部

分だけなのです。

どういうことかといいますと、そのほ

かの項目は、第一から第四まですべての

類型で適用があるということです。

「第四類型」の真下の「待遇」の部分

を見ると、「差別的取り扱いの禁止」と

書かれてあります。賃金の決定、教育訓

練の実施、福利厚生施設の利用、その他、

以上すべての点において、差別的取り扱

いを禁止するということです。

難しいのは、その右側です。

「賃金の決定」に関する取扱い
は３種類

まず、賃金の決定については、第一、

第二類型については通常の労働者との均

衡を考慮して決めなさいよといっている

わけです。これは努力義務です。第三類

型については、通常の労働者と同様の方

法により、賃金を決定しなさいとされて

います。これも努力義務です。そして第

四類型については、前述のとおり、差別

が禁止されています。ですから、３つの

種類の取扱いがあるわけです。

ここでいう「賃金」とは、通勤手当、

退職手当その他の厚生労働省令（パート

規則）で定めるもの（通勤手当、退職手

当、家族手当、住宅手当、別居手当、子

女教育手当、名称の如何を問わず職務の

内容と密接な関連を有する賃金以外の賃

金、とされる予定です。）を除いたもの

です。

「教育訓練の実施」は義務と努
力義務の部分が

「教育訓練の実施」についても、第四

類型については、差別が禁止されていま

す。

第二、第三類型については、通常の労

働者に対して実施する教育訓練であっ

て、当該通常の労働者が従事する職務の

遂行に必要な能力を付与するためのもの

については、既に当該職務に必要な能力

を有している場合その他の厚生労働省令

で定める場合を除き、これを実施しなけ

ればならない、とされています。

これについては努力義務ではなく、実

施義務になっている点にご注意くださ

い。

また、努力義務として、第一、第二、

第三類型に対して、通常の労働者との均

衡を考慮しつつ、職務の内容、職務の成

果、意欲、能力及び経験等に応じ、教育

訓練を実施するように努めなさい、とさ

れています。なお、10条２項からは読み

とりにくいのですが、前述した第二、第

三類型の実施義務の対象とされている教

育訓練が、第一類型については努力義務

の対象とされていることに注意を要しま

す。

「福利厚生施設の利用」

「福利厚生施設の利用」ですが、第一、

第二、第三類型については、通常の労働

者に対して利用の機会を与える福利厚生

施設であって、健康の保持又は業務の円

滑な遂行に資するものとして厚生労働省

令で定めるもの（給食施設、休憩室、更

衣室、が定められる予定です。）につい
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ては、利用の機会を与えるように配慮し

なければならない、とされています。

この点でも、第四類型については、差

別が禁止されています。

「その他」

「その他」については、第一、第二、

第三類型に関する義務規定・努力義務規

定はありません。他方、第四類型につい

ては、差別が禁止されています。

以上が第一から第四類型の違いによっ

て取扱いが異なってくる部分です。その

他の部分は、どの類型であろうと、一律

に一定の取扱いをしなければいけないと

されています。次のとおりです。

労働条件明示義務違反には過料
が

「労働条件の明示」に関して、義務規

定とされているのは、労働条件のうち労

基法所定事項以外の特定事項（パート規

制で、昇給の有無、退職手当の有無、賞

与の有無、とされる予定です。）を文書

の交付等（パート規則で、文書の交付、

ファクシミリ及び電子メールの送信とさ

れる予定です。）により明示することで

す。これに違反した場合は10万円以下の

過料が課されます。

これに加えて、努力義務として、労基

法所定事項及び特定事項以外の労働条件

を文書の交付等により明示することとさ

れています。

「就業規則の作成手続き」については、

短時間労働者の過半数代表からの意見聴

取の努力義務があります。前述したとお

り、これ自体は今回改正されたわけでは

ありませんが、この点が、今回改正のあ

った説明義務の対象とされています。

正社員への転換試験などの実施
を

図表２の待遇の箇所を飛ばして下に移

りますと、「通常の労働者への転換の推

進」のための措置義務（12条１項）とし

て、次のように定められています。

事業主は、通常の労働者への転換を推

進するため、その雇用する短時間労働者

について、次の各号のいずれかの措置を

講じなければならない。

一　通常の労働者の募集を行う場合に

おいて、当該募集に係る事業所に掲示す

ること等により、その者が従事すべき業

務の内容、賃金、労働時間その他の当該

募集に係る事項を当該事業所において雇

用する短時間労働者に周知すること。

二　通常の労働者の配置を新たに行う

場合において、当該配置の希望を申し出

る機会を当該配置に係る事業所において

雇用する短時間労働者に対して与えるこ

と。

三　一定の資格を有する短時間労働者

を対象とした通常の労働者への転換のた

めの試験制度を設けることその他の通常

の労働者への転換を推進するための措置

を講ずること。

実務的にいちばん講じやすいのは一の

措置ではないかと思われます。

各パートの類型を把握しておく

「待遇の決定に当たって考慮した事項

の説明」義務（13条）については、事業

主は、その雇用する短時間労働者から求

めがあったときは、６条から11条まで及

び12条１項の規定により、措置を講ずべ
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きこととされている事項に関する決定を

するに当たって考慮した事項について、

当該短時間労働者に説明しなければなら

ない、とされています。

以上の説明の対象事項については、図

表２の右から２番目の縦の欄に「待遇の

決定に当たって考慮した事項の説明義務

の対象」として、条文を列記しておきま

した。先程まで申し上げてきたような法

的義務、努力義務について、説明する義

務があるということです。

この改正法は2008年４月１日に施行さ

れるのですが、2008年４月１日にあるパ

ート労働者が上司の元にやってきて、

「私には○○の部分について納得のいく

取扱いがなされていないが説明してほし

い。」といわれたら、答える必要がある

ということになります。

使用者側は、これを説明するために、

当該パート労働者が４つの類型のうちど

の類型に該当するかを把握しておかなけ

ればなりませんし、類型ごとに求められ

ている義務・努力義務を果たしているか

ということも把握しておかなければなり

ません。そうしておかなければ、このよ

うなパート労働者からの質問に答えられ

ません。

「苦情の自主的解決」についてですが、

これは簡単にいうと、企業内で自主的に

解決してくださいということです。図表

２では、いちばんに右の縦の欄に対象事

項の条文を列記しておきましたが、この

対象となる範囲は説明義務の範囲よりも

狭くなっています。すなわち、法的義務

とされている部分について、自主的解決

が求められています。

図表２のいちばん下には「紛争解決の

援助・調停」と書いておきました。「援

助」には、助言・指導・勧告の３つがあ

ります。

図表２のなかで触れていない部分があ

ります。

左から２つ目の縦の欄の上のほうに、

「通常の労働者以外だが、短時間労働者

ではない労働者（例：フルタイム・パー

ト）」と書いてあります。

第一から第四類型のなかでいずれの類

型についても、これに準じるフルタイ

ム・パートの人が出てきます。こうした

フルタイム・パートの人へもパート労働

法が類推適用される可能性があると考え

ておいたほうがよいでしょう。

ただ、「紛争解決の援助・調停」につ

いては、法律上、その主体が短時間労働

者とされています。厚生労働省に確認し

てみたのですが、やはりフルタイム・パ

ートの場合は対象としない、と言ってい

ました。

以上がパート法改正の中身です。

以下では、パート法改正と実務上の留

意点について話を進めたいと思います。

ちょっと話がそれますが、改正パート

法について、今後、厚生労働省から通達

やパンフレットなどが出されると思いま

す。

ところで、通達は、厚生労働省の局長

などが職員に対して出す指示等であっ

て、国民に対して出すものではありませ

ん。ですから、法規範ではありません。

4 裁判例に見るパートの 
類型と実務上の留意点 
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仮に、不合理な内容の通達が出され、そ

れに従うことを求められるようなことが

あれば、「その通達はおかしい」と主張

する必要があります。

またパンフレットには、法律で定めら

れているもの、政省令で定められている

もの、通達レベルのもの、通達にも書か

れていないもの、こうしたものが混ざっ

て記載されるのが通常です。ですから、

パンフレットの内容のすべてを鵜呑みに

しないようにご注意ください。通達以下

のものには法的拘束力はないのです。

今までの下級審は「同一価値労
働同一賃金の原則」の法的拘束
力を否定

本題に戻ります。今回の改正前は、パ

ート労働者に対して、同一価値労働同一

賃金の原則の法規範性、すなわち、法的

拘束力があるかという点が議論されてい

ました。

この点について、最高裁判例はありま

せんが、下級審ではこの原則の法規範性

を否定していました。

なぜこれが否定されていたかという

と、理由が２つありまして、第１は、労

働が同じかどうかということは簡単に評

価できないだろう、という点です。

第２は、仮に労働が同一だとしても、

適切な賃金の額がわからない、という点

です。日本の場合は年功賃金であったり、

職務と直接関係のない手当が出ていたり

しているからです。

改正パート法は「同一労働同一
待遇の原則」の法的拘束力を肯
定

改正法８条１項は、差別的取扱い禁止

を規定していますが、そこでは、一定の

要件を満たしていれば、待遇について差

別的取扱をしてはいけない、ということ

になっています。もとより労働時間が異

なることが前提になっていますが、①職

務内容同一短時間労働者であること、②

無期契約であること、③雇用終了までの

全期間において職務内容等の変更が通常

の労働者と同じであること、というよう

に判断のポイントを法律が示したので

す。

従来は「労働の（価値）同一性」をど

のように判断するか明確な基準がないか

ら、「同一性」を判断できないじゃない

か、というのが、裁判所が同一（価値）

労働同一賃金の原則の法規範性を否定す

る一つの根拠だったのですが、法律がこ

のように基準を明確化したため、その根

拠が崩れてしまったのです。つまり、同

一性を判断できるじゃないか、というこ

とになったのです。

それから、２つ目の理由である、同じ

仕事をしていても、年功的な賃金もある

し、労働と関係のない手当もあるから、

ということで同一価値労働同一賃金の原

則の法規範性を否定していた点ですが、

８条１項では、年功的な手当も含め、賃

金を初めとするあらゆる待遇について

「短時間労働者であることを理由として、

差別的な取扱いをしてはならない」と言

っているわけです。

その結果、どうなるかと言いますと、
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社
？
と
労
働
契

約
締
結
〕。
）。
原
則
と
し
て
臨
時
便
を

運
転
（
本
務
者
は
、
原
則
と
し
て
定

期
便
を
運
転
）

×
：（
採
用
方
法
に
差
。
正
規
職
員
に

は
試
験
制
度
に
よ
り
一
定
の
能
力
を

要
求
）。
業
務
面
に
差（
臨
時
調
理
員

は
給
食
調
理
の
み
。
正
規
職
員
は
、

そ
の
他
に
、
厨
房
設
備
の
整
備
・
補

修
、
食
缶
・
食
器
の
補
修
、
プ
レ
ー

ト
書
換
も
行
う
。）
。正
規
職
員
に
は
、

衛
生
管
理
講
習
会
・
安
全
管
理
講
習

会
出
席
義
務
、健
診
受
診
義
務
あ
り
。

×
：
業
務
内
容
に
差
（
契
約
計
上
関

連
業
務
だ
け
か
、
そ
れ
以
外
も
か
）。

（
採
用
基
準
〔
高
卒
か
大
卒
か
〕・
手

続
〔
面
接
試
験
だ
け
か
筆
記
試
験
も

か
〕
に
差
。）
。（
採
用
後
の
教
育
研
修

の
内
容
・
程
度
に
差
。）
。
期
待
す
る

業
務
の
内
容
範
囲
及
び
こ
れ
に
伴
う

責
任
に
差
。
時
間
外
労
働
義
務
な
し

（
正
社
員
に
は
あ
り
）。

○
：
従
事
す
る
職
種
・
作
業
内
容
・

Ｑ
Ｃ
サ
ー
ク
ル
活
動
へ
の
関
与
が
同

じ
。
採
用
・
更
新
に
お
い
て
臨
時
社

員
で
あ
る
こ
と
が
不
明
確
。

×
○

○
○

業
務
内
容
・
責
任
程

度
（
職
務
内
容
）
が

同
一

×
：
下
記
＊
参
照

×
：
下
記
＊
参
照

×
：
下
記
＊
参
照

×
×

×
○

×
一
定
期
間
、
職
務
内

容
・
配
置
の
変
更
の

範
囲
が
同
一

×
：
雇
用
期
間
３
か
月
、６
５
才
ま
で

就
労
可
、
現
実
に
４
～
８
年
ま
で
更

新
（
本
務
者
は
６０
才
定
年
制
、
定
年

後
６５
才
ま
で
準
社
員
と
し
て
の
再
雇

用
の
可
能
性
）。

×
：
学
校
給
食
提
供
期
間
（
各
学
期

中
）
だ
け
雇
用
、
そ
の
後
任
期
満
了

で
失
職
。（
正
規
職
員
に
つ
い
て
は
長

期
雇
用
を
予
定
）

×
：
雇
用
期
間
当
初
３
か
月
、
後
１

年
で
更
新
。

○
：
２
か
月
の
期
間
雇
用
だ
が
、
会

社
側
の
都
合
で
更
新
拒
絶
し
た
こ
と

な
く
、
更
新
手
続
は
形
式
的
で
、
勤

続
年
数
が
長
い
者
で
は
２５
年
を
超
え

る
。

×
×

×
○

無
期
・
無
期
と
同
視

で
き
る
契
約

×
：
各
統
括
支
店
内
で
の
異
動
に
限

定
（
本
務
者
は
国
内
異
動
〔
但
し
、

実
例
は
少
な
い
〕。
昇
進
・
降
下
の
制

度
な
し
（
本
務
者
に
は
、
同
制
度
あ

り
、か
つ
、幹
部
社
員
と
な
り
う
る
）。

＊

×
：
将
来
管
理
的
地
位
に
就
く
可
能

性
な
し
（
正
規
職
員
に
は
あ
り
）
＊

×
：
異
動
に
対
す
る
処
遇
方
針
に

差
。
＊

○
：（
明
確
な
認
定
は
な
い
が
、
お
そ

ら
く
○
で
あ
ろ
う
）

×
×

×
○

雇
用
終
了
ま
で
、
職

務
内
容
・
配
置
の
変

更
の
範
囲
が
同
一

第
１
類
型

改
正
法
の
何
れ
の
類
型
に
も
該
当
せ

ず
（
第
１
類
型
に
準
じ
る
フ
ル
タ
イ

ム
パ
ー
ト
）（
注
：
本
件
は
、
地
方
公

務
員
に
係
る
事
案
ゆ
え
、
パ
ー
ト
労

働
法
の
適
用
は
な
い
が
、
参
考
と
し

て
摘
示
す
る
。）

不
明
（
第
１
類
型
又
は
そ
れ
に
準
じ

る
フ
ル
タ
イ
ム
パ
ー
ト
）

改
正
法
の
何
れ
の
類
型
に
も
該
当
せ

ず
。（
第
４
類
型
に
準
じ
る
フ
ル
タ
イ

ム
パ
ー
ト
）

個
別
事
件
に
お
け
る
パ
ー
ト
の
類
型

（
36
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）

図表３　裁判例に見るパートの類型
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日
本
郵
便
逓
送
事
件

A
市
事
件

興
亜
火
災
海
上
事
件

丸
子
警
報
機
事
件

パ
ー
ト
の
類
型

期
間
臨
時
社
員

臨
時
調
理
員

内
勤
嘱
託
社
員

臨
時
社
員

第
１

第
２

第
３

第
４

第
１
類
型

改
正
法
の
何
れ
の
類
型
に
も
該
当
せ

ず
（
第
１
類
型
に
準
じ
る
フ
ル
タ
イ

ム
パ
ー
ト
）

不
明
（
第
１
類
型
又
は
そ
れ
に
準
じ

る
フ
ル
タ
イ
ム
パ
ー
ト
）

改
正
法
の
何
れ
の
類
型
に
も
該
当
せ

ず
。（
第
４
類
型
に
準
じ
る
フ
ル
タ
イ

ム
パ
ー
ト
）

個
別
事
件
に
お
け
る
パ
ー
ト
の
類
型

改
正
法
下
：
６
条
１
項
（
類
推
）

改
正
法
下
：
６
条
１
項
類
推

改
正
法
下
：
６
条
１
項
（
類
推
）

改
正
法
下
：
６
条
１
項
類
推

■
特
定
事
項
（
６
条
１
項
）

労
働
条
件
明
示

パ
ー
ト

の
取
扱

改
正
法
下
：
６
条
２
項
（
類
推
）

改
正
法
下
：
６
条
２
項
類
推

改
正
法
下
：
６
条
２
項
（
類
推
）

改
正
法
下
：
６
条
２
項
類
推

▲
そ
の
他
（
６
条
２
項
）

改
正
法
下
：
７
条
（
類
推
）

改
正
法
下
：
７
条
類
推

改
正
法
下
：
７
条
（
類
推
）

改
正
法
下
：
７
条
類
推

▲
パ
ー
ト
か
ら
の
意
見
聴
取
（
７
条
）

就
業
規
則
作
成
手
続

年
収
：
本
務
者
の
７
割
（
格
差
の
一

部
と
し
て
、
型
別
運
転
手
当
、
勤
務

形
態
別
手
当
、
洗
車
手
当
、
補
食
費
、

宿
泊
手
当
の
支
給
な
し
）

裁
判
：
請
求
棄
却
（
但
し
、
上
記
諸

手
当
を
支
給
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て

の
納
得
で
き
る
理
由
の
摘
示
な
し
、

と
判
示
）

改
正
法
下
：
９
条
１
項
 ：
上
記
諸
手

当
ま
で
支
給
し
な
い
こ
と
は「
均
衡
」

を
失
す
る
と
言
わ
れ
る
お
そ
れ
は
な

い
か
。

賃
金
：
日
給
６３
５０
円
（
H１
３
）。
一
時

金
夏
冬
各
４４
０３
０
円
（
H１
０
～
）。
時

間
外
勤
務
手
当
・
年
末
手
当
あ
り
。

交
通
費
・
退
職
金
な
し
。（
日
給
は
、

他
の
臨
時
職
員
、
他
市
の
臨
時
調
理

員
と
の
均
衡
あ
り
）

裁
判
：
請
求
棄
却

改
正
法
下
：
９
条
１
項
類
推
：
正
規

職
員
と
の
均
衡
を
確
認
す
る
必
要

（
判
決
は
比
較
し
て
い
な
い
）。

賃
金
：
担
当
業
務
に
応
じ
た
給
与
、

一
律
の
賞
与
（
正
社
員
は
、
給
与
に

つ
き
職
能
資
格
制
度
、
賞
与
に
つ
き

賞
与
考
課
）。
H５
.５
～
H７
.１２
の
賃
金

格
差
、総
額
２２
０
万
９６
５８
円
。
月
例
賃

金
原
告
１５
万
８０
００
円
、
正
社
員
I １
６

万
５１
３０
円
。
賞
与
の
差
は
直
ち
に
内

勤
嘱
託
社
員
ゆ
え
の
差
と
は
い
え
な

い
。
裁
判
：
請
求
棄
却

改
正
法
下
：
９
条
１
項
（
類
推
）

裁
判
：
正
社
員
の
賃
金
の
８
割
以
下

の
部
分
の
請
求
を
認
容
。

改
正
法
下
：
８
条
１
項
類
推
。
又
は
、

正
社
員
の
賃
金
全
体
と
の
差
額
の
請

求
を
、
民
法
９０
条
を
根
拠
に
認
容
す

る
可
能
性
（
労
働
時
間
に
格
差
が
あ

れ
ば
、
第
４
類
型
パ
ー
ト
と
し
て
、

８
条
１
項
適
用
事
案
）

▲
均
衡
考
慮

（
９
条
１
項
）

■
　
　
　

差
別
禁
止

（
８
条
１
項
）

賃
金
決
定

待
遇

▲
　
　
　

同
一
方
法

（
９
条
２
項
）

改
正
法
下
：
適
用
な
し

改
正
法
下
：
類
推
適
用
な
し

改
正
法
下
：（
類
推
）
適
用
な
し

改
正
法
下
：
８
条
１
項
類
推

▲
同
左

（
10
条
２
項
）

■
職
務
遂
行
能
力

付
与
（
１０
条
１
項
）

教
育
訓
練
の

実
施

改
正
法
下
：１
０
条
２
項

改
正
法
下
：１
０
条
２
項
類
推

改
正
法
下
：１
０
条
２
項
（
類
推
）

改
正
法
下
：
８
条
１
項
類
推

▲
そ
の
他
・
均
衡
考
慮
（
１０
条

２
項
）

改
正
法
下
：１
１
条

改
正
法
下
：１
１
条
類
推

改
正
法
下
：１
１
条
（
類
推
）

改
正
法
下
：
８
条
１
項
類
推

■
利
用
（
１１
条
）

福
利
厚
生
施
設

改
正
法
下
：
適
用
な
し

年
休
日
数
少
な
く
、
繰
り
越
し
も
不

可
。
有
給
の
病
休
な
し
。
健
康
診
断

な
し
？
（
正
規
職
員
に
は
あ
り
）

改
正
法
下
：
類
推
適
用
な
し

改
正
法
下
：（
類
推
）
適
用
な
し

改
正
法
下
：
８
条
１
項
類
推

そ
の
他

改
正
法
下
：１
２
条
１
項

１０
０
日
以
上
勤
務
し
た
臨
時
職
員
に

正
規
職
員
採
用
試
験
受
験
資
格
付
与

改
正
法
下
：１
２
条
１
項
類
推

改
正
法
下
：１
２
条
１
項
（
類
推
）

改
正
法
下
：１
２
条
１
項
類
推

■
（
１２
条
１
項
）

通
常
労
働
者
へ
の
転
換
推
進

改
正
法
下
：１
３
条

改
正
法
下
：１
３
条
類
推

改
正
法
下
：１
３
条
（
類
推
）

改
正
法
下
：１
３
条
類
推

■
（
１３
条
）

待
遇
決
定
考
慮
事
項
の
説
明

改
正
法
下
：１
９
条

改
正
法
下
：１
９
条
類
推

改
正
法
下
：１
９
条
（
類
推
）

改
正
法
下
：１
９
条
類
推

▲
（
１９
条
）

苦
情
の
自
主
的
解
決

改
正
法
下
：２
１
条

改
正
法
下
：２
１
条
類
推
な
し

改
正
法
下
：２
１
条
（
類
推
な
し
）

改
正
法
下
：２
１
条
類
推
な
し

（
２１
条
）

紛
争
解
決
の
援
助
・
調
停

07
/7
/1
1



同一労働か否かの判断が可能となり、し

かも、同一の賃金にとどまらず、同一の

待遇にしろ、ということになりました。

賃金に限られなくなったわけです。これ

までは、年功的な手当を除外した賃金を

想定していたのですが、「待遇」という

と、その部分を含み、さらに、賃金の範

囲より広いわけです。

パート労働法は地味な法律のように見

えるかもしれませんが、このような点に

おいては、今後、非常に注目される法改

正であると思います。

「同一労働同一待遇の原則」の
裁判への影響

今回の改正が裁判にどのような影響を

与えるか、という点について考えてみた

いと思います。

丸子警報器事件という裁判例がありま

す（図表３）。皆さんもご存知かと思い

ます。この事件は、以下にご説明すると

おり、第四類型に準ずる、フルタイムパ

ートの事案だと言えます。

まず、「短時間労働者」かというと、

この事件の臨時社員は、勤務日数、勤務

時間が通常の労働者と同じでした（臨時

社員も通常の労働者も女性なので、性別

による差別賃金のケースではありませ

ん）。したがって、臨時社員は「短時間

労働者」ではなく、フルタイムパートで

あるといえます。

「業務の内容、責任の程度が同一か」、

すなわち職務内容が同一かという点につ

いては、作業内容、QCサークル活動へ

の関与が同じ、採用・契約更新において

臨時社員であることが不明確、というこ

とですから、職務内容が同一であるとい

ってよいと思います。

次に「無期契約、あるいは無期契約と

同視できるか」という点ですが、この点

についても、２ヶ月の雇用期間としつつ

も会社の都合で契約更新の拒否をしたこ

とはなく、更新手続きは形式的で、勤続

年数は長い人で25年を超えるということ

ですから、無期と同視できると言ってよ

いと思います。

それから、「雇用契約の終了までの全

期間、その職務の内容及び配置が、通常

の労働者の職務の内容及び配置の変更の

範囲と同一の範囲で変更されると見込ま

れる、かどうか」という点については、

残念ながら、認定がありません。ただ、

全体のトーンから見ると、これを肯定し

てもよさそうに思われます。

ですから、丸子警報器事件の臨時職員

は、第四類型に準じたフルタイム・パー

トだといえると考えたわけです。

もし、週の所定労働時間が通常の労働

者よりも短ければ、第四類型そのものに

なります。たまたま週の所定労働時間が

同じだから第四類型に準ずるフルタイ

ム・パートとなるわけです。パートより

もいっそう、通常の労働者に近く、その

ため、差別的取扱いの禁止の規定（改定

パート法８条１項）が類推適用されても

仕方のない事案だと思います。

丸子警報器事件の裁判で結論がどのよ

うになったかといいますと、同一労働同

一賃金の原則の法規範性は否定しました

が、「均等待遇の理念」を肯定し、損害

賠償として、正社員の賃金の８割を下回

る部分を支払えとして、請求を認容しま

した。

では、この事件が改正法の下で争われ
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たら、どうなるでしょうか。正社員の賃

金の８割を下回る部分だけではなくて、

正社員の賃金全体との差額の請求を認容

する可能性が高いと思います。ただし、

「差別的取扱いの禁止」とは言っても

「短時間労働者であることを理由として」

の差別が禁止されているわけですから、

正社員の賃金が年功や人事考課によって

決まるのであれば、臨時職員の賃金につ

いても同様の取扱いをすることは許容さ

れるので、必ず差額全額が認容されると

はいえないと思います。

余談ですが、丸子警報器事件のケース

のような職場がどれだけ日本にあるかと

いうと、相当疑問だと思います。25年と

いう長い年月をかけて、臨時社員が正社

員と同じように働いている職場が形成さ

れてきたわけで、かなり特殊な事例だと

思います。

これを法律的にみた場合、８条１項は

適用できません。同項は同一の労働の場

合には同一の待遇にしてあげなさいよと

しているのですが、こうしたことが公序

であるということになり、差をつけるこ

とは公序良俗に反するということになり

ます。この部分については、差額すべて

を支払いなさいということになると思い

ます。

このことが今回の改正の大きさを端的

に示しているものです。

今までは同一価値労働同一賃金の法規

範性が否定されていましたが、これから

は「同一価値労働同一待遇
．．
の原則」とい

う言葉が作られて、それに法規範性が認

められる、ということになるのだと思い

ます。

Ａ市事件

次にＡ市事件についてみていきます。

これは公務員のケースですから、パート

労働法の適用がありませんが、類推適用

の問題を理解するのに好例だと思います

ので、取り上げてみました。

この事件は学校の調理員のケースです

が、やはり臨時調理員が正規職員との給

料の差額相当額の損害賠償を請求したケ

ースです。

認定された事実に照らすと、第一類型

に準ずるフルタイムパートの事案です。

原告は、日給6350円（平成13年）、一

時金夏冬各４万4030円（平成10年～）、

時間外勤務手当・年末手当あり、交通

費・退職金はなしという待遇でした。

これを誰と比べるのかということです

が、裁判では同市の調理員以外の臨時職

員及び他市の臨時調理員と比較していま

す。比較の結果、不合理又は違法な賃金

格差はないとして請求を棄却していま

す。

丸子警報器事件と同様、同一価値労働

同一労働の法規範性を否定しています。

それにもかかわらず、具体的にどれだけ

の差があるか、それが合理的な差である

かどうか、といった点を裁判所は吟味し

ています。同一価値労働同一賃金の法規

範性を否定するのであれば、すぐに請求

を棄却してしまってよいと思うのです

が、格差に合理性があるかどうかを調べ

ています。

もし新法の下で裁判になったとします

と、この裁判では、調理員である正規職

員と臨時調理員との均衡は考慮されてい

ないようです。改正法の下でこの事件が
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争われれば、正規職員と臨時職員の賃金

の差が審査されるのではないかと思いま

す。

日本郵便逓送事件

続いて、日本郵便逓送事件という判例

をみてみます。認定事実に照らすと、第

一類型に準ずるフルタイムパートの事案

です。

トラックドライバーの事案ですが、正

規のドライバー（本務者）と臨時のドラ

イバー（臨時社員運転士）がいました。

臨時ドライバーの年収は正規ドライバー

の約７割でした。臨時ドライバーには、

型別運転手当、勤務形態別手当、洗車手

当、補食費、宿泊手当の支給がありませ

んでした。

裁判所は、合意の上でそれらが支給さ

れない契約になったのであれば、それで

よしとして請求を棄却しました。

これが新法の下ではどうなるかを考え

てみますと、第一類型に準ずるフルタイ

ムパートの事案ですから、努力義務とし

て賃金の決定について、均衡を考慮する

ことを求める改正パート法９条１項の類

推適用が考えられる事案です。

ところで、本判決は「本務者に支給さ

れながら臨時社員運転士に支給されない

手当のうち、型別運転手当、勤務形態別

手当、洗車手当、補食費、宿泊手当は、

これを本務者と臨時社員運転士とで区別

することに被告（会社）から納得できる

理由が挙げられるわけではない」と判示

している。改正法の下では、取扱いに著

しく均衡を欠くおそれも否定できないと

考えるから違法な格差だとして、手当相

当額の損害賠償請求が肯定されやすくな

る。

だいぶ駆け足になってしまいました

が、改正法が施行される際に注意すべき

点は、だいたい触れられたと思います。

かなり繰り返し、類型について話して

きましたが、そもそも第二、第三類型は

存在するのかな、また、第四類型はどの

くらいいるのかなという疑念もありま

す。

簡単ではございますが、私からの話は

以上でございます。

ご清聴ありがとうございました。

（本校は平成19年７月19日（木）に開催

しました2430回労働法学研究会の講演録

を加筆・整理したものです。文責・編集

部）
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5 おわりに 
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民事訴訟の原則では権利を主張

するほうが立証する責任を負う

ことになっておりますので、労働者が立

証責任を負うことになると思います。

例えば、パート労働者が正社員

と同様に残業や休日労働をしな

ければならないとされている場合は、

「同一の責任」だといえるための要素が

１つ加わると考えてよいと思います。ち

なみに、現行のパート労働指針では、パ

ート労働者に残業、休日労働はさせない

ように努めなければならないとされてい

ます（第３、１、蘯、ロ）。残業、休日

労働がないということは、明らかに責任

が軽いということだと思います。

また厚生労働省のパンフレットには、

職務の同一性の判断の要素としてではあ

りますが、「個々の作業を比較するに当

たっては、トラブル発生時や臨時・緊急

時の対応、ノルマなどが同じように職務

上の『責任』として含まれるか、与えら

れた権限の範囲についても考慮します」

と書かれています。

A2

A1
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QQ
例会参加者と
講師間の

裁判などで、当該労働者が仮に第四類型かどうかを
主張した場合、第四類型であることを立証すべき責
任は労使どちらにあるのでしょうか。

「同一の職務」はなんとなくイメージできますが、
「同一の責任」はあまり想像できません。具体的に
どのようなケースが「同一の責任」といえるか、
例をあげて教えてください。

2

1

質疑応答


